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介護予防支援等重要事項説明書 

＜令和６年４月１日現在＞ 

 

1.事業者が提供するサービスについての相談窓口 

電話 ０３－３４１６－３２１７ 
受付

時間 

午前８時３０分～午後５時００分 

月～土曜日（祝日、年末年始を除く） 

担当 
山本 健一・渡辺 千夏・西林 昌子・宇野 くるみ 

・中村 あゆみ・松下 園望・進藤 もも・渡辺 優里菜 

 ＊ご不明な点がございましたら、なんでもおたずねください。 

 

2.あんしんすこやかセンター(指定介護予防支援事業者)の概要 

 

（１）あんしんすこやかセンター(指定介護予防支援事業者)のサービス提供地域等 

事業所名 砧あんしんすこやかセンター 

所在地 東京都世田谷区砧５丁目８番１８号 

電話・FAX 
TEL ０３－３４１６－３２１７ 

FAX ０３－３４１６―３２５０ 

指定介護予防支援事業者番号 介護予防支援（世田谷区 1301200158号） 

サービスを提供する地域 砧地域（岡本1～3、大蔵1～6、砧1～8、砧公園） 

 

（２）同事業所の職員体制（兼務有） 

 常勤 業務内容 計 

管理者 

介護支援専門員（兼務） 
１名 

管理 

介護予防支援 
１名 

保健師又は看護師 ２名 介護予防支援 ２名 

社会福祉士 ３名 介護予防支援 ３名 

主任介護支援専門員 ２名 介護予防支援 ２名 

その他（事務員） １名 事務、補助 １名 

 

（３）営業時間 

    月～土曜日  午前 8時 30分～午後 5時 

    ※祝日及び 12月 29日～1月 3日は休業 
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3．利用料金 

（１）利用料 

要支援認定又は事業対象者登録を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので 

自己負担はありません。 

※ 保険料の滞納等により、保険給付金が直接、当事業者に支払われない場合、1ヶ月に

つき、以下の金額をお支払いいただき、当事業者からサービス提供証明書を発行いたし

ます。このサービス提供証明書を後日世田谷区の窓口に提出しますと全額払戻しを受け

られます。 

なお、上記所定の金額が、介護報酬の関連法令・通知の改正等により、変更された場

合には、改訂後の金額をいただきます。 

・介護予防支援費       ５，０３８円 

・介護予防ケアマネジメント費 ５，０３８円 

なお、利用者の状況により、以下の加算が算定される場合があります。 

・初回加算                    ３，４２０円 

・委託連携加算                  ３，４２０円 

 

（２）交通費(介護予防支援のみ) 

前記 2の（１）の通常のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の

地域に、担当職員がお訪ねする場合は、交通費の実費が必要です。 

 

（３）解約料 

ご利用者はいつでも契約を解約することができ、一切解約料はかかりません。 

 

4. サービス計画の作成等の委託について 

 当事業者は、介護予防サービス計画等の作成事務、ご利用者宅へ訪問して行う業務及びこ

れらに付随する事務を指定居宅介護支援事業者に委託する場合があります。この場合、委託

先の事業者名等をお知らせします。 

 

5.介護予防支援等の利用方法 

（１）介護予防支援等利用の開始 

  まずは、あんしんすこやかセンターにご相談ください。あんしんすこやかセンターか委託

事業者の職員がお伺いします。契約を締結した後、介護予防支援等の提供を開始します。 

 

（２）介護予防支援等の終了 

 ①ご利用者の都合で介護予防支援等を終了する場合 

  文書でのお申し出により、いつでも解約できます。 

 ②自動終了 

  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に介護予防支援等を終了いたします。 

  ・ご利用者が介護予防支援等を必要としない施設に入所又はサービス利用を開始された場

合 

  ・介護予防支援等を受けていたご利用者が要介護・要支援認定区分において、要介護と認

定された場合(事業対象者としてサービスを受けていたご利用者の場合は、要介護と認定

され、介護給付サービスの利用を始めたとき) 
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  ・基本チェックリストにおいて、事業対象者と認められない場合 

  ・ご利用者が当事業所の管轄地域から転居された場合 

  ・ご利用者がお亡くなりになった場合 

 

 ③その他 

  ・病院又は診療所に入院する場合は、担当職員の氏名及び連絡先を入院先の病院又は診療

所に伝えてください。 

  ・ご利用者やご家族などが、当事業者や当事業者の担当職員に対して本契約を継続し難い

ほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了さ

せていただくことがあります。 

 

6.介護予防支援等の申込みからサービス提供までの流れと主な内容 

（１）申込受付・契約締結 

  契約書・重要事項説明書等を説明し、同意を得たうえで、契約締結します。 

（２）アセスメント 

  ご利用者の状況把握・課題分析をします。ご利用者の状況を踏まえ目標や具体的な支援策

を提案します。 

（３）介護予防サービス計画等原案の作成 

  アセスメントの結果を基に介護予防サービス計画等原案を作成します。 

（４）サービス担当者会議 

  原案をもとに、ご利用者及びその家族、サービスにかかわる担当者とでサービス担当者会

議を開催し、介護予防サービス計画等を全員で共有します。 

（５）介護予防サービス計画等の交付 

  ご利用者及びその家族に介護予防サービス計画等の内容や指定介護予防サービス等の利用

料について説明し、利用者から同意をいただきます。 

  同意後、利用者に介護予防サービス計画書等を交付します。 

（６）サービス提供 

  介護予防サービス計画書等に基づき適切にサービスが提供されるよう指定介護予防サービ

ス事業者等との連絡調整を行います。 

（７）モニタリング 

  ご利用者及びそのご家族、指定介護予防サービス事業者等との継続的な連絡による月に 1

回のモニタリングと 3ヶ月に 1回は、利用者宅に訪問、面接することにより、サービスの実

施状況の把握や経過記録を実施します。 

（８）評価 

  計画の達成状況や効果、目標達成状況を評価します。 

（９）計画の変更 

  ご利用者の状況に変化があった場合やご利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望し

た場合、関係者等が介護予防サービス計画等の変更が必要と判断した場合には、ご利用者と

の合意の上、介護予防サービス計画等の変更を行います。 

（10）主治医等との連携 

  担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときそ

の他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活状況

に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治医等に提供します。 
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（11）公正中立なケアマネジメントの確保 

  利用者は、介護予防サービス支援計画等の作成にあたって、担当者に対して、複数の指定

介護予防サービス事業者等の紹介を求めること及び介護予防サービス計画等原案に位置付け

た指定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

 

7．当事業者の特徴等 

（１）運営の方針 

ご利用者の意思及び人格を尊重し、総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう公正中

立に介護予防支援等を行います。 

（２）介護予防支援等の実施概要等 

  二次アセスメントシートを使用し、ご利用者が自立した生活を営む上で解決しなければな

らない課題の把握と分析を行います。生活機能の維持・改善を目指し、ご利用者・ご家族と

相談しながら、ご利用者ができることを最大限に引き出すことを基本とし、目標や具体策に

基づき、介護予防サービス計画等を作成します。委託した場合においても実施状況及び介護

予防サービス計画等の確認等を行い、継続的・包括的に必要な支援が受けられるようにしま

す。 

 

8．秘密の保持 

事業者、担当職員及びその他の従業員は、サービス提供をする上で知り得たご利用者及び

そのご家族に関する秘密を正当な理由なく使用しません。この守秘義務は契約終了後及び退

職後も同様です｡ 

事業者はご利用者及びそのご家族に関する個人情報について、サービスを円滑に提供する

ために実施される指定介護予防サービス事業者等との連絡調整、サービス担当者会議等にお

いて必要な場合、ご利用者及びご家族の同意をいただいたうえで、必要最小限の範囲内で使

用します。ただし提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を

払います。 

 

9. 虐待の防止 

  事業者は、ご利用者等の人権の養護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な 

措置を講じます。 

（１） 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に 

周知徹底します。 

（２） 虐待防止のための指針を整備します。 

（３） 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

（４） 虐待防止に関する責任者を選定します。 

 

虐待防止に関する責任者 保健師  宇野 くるみ 

 

 

10．事故発生時の対応 

（１）事業者は、ご利用者に対する介護予防支援等の提供により事故が発生した場合は、速や

かに世田谷区、ご利用者のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
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（２）事業者は、介護予防支援等の提供にあたり、事業者の責めに帰すべき事由によりご利用

者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

11．サービス内容に関する苦情 

当事業所、当法人、その他、区や東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。) に

設置された苦情相談窓口にご相談ください。 

 

苦情相談対

応窓口の名

称 ・ 連 絡

先・対応時

間 

事業所の苦情相談 

対応窓口 

名称 砧あんしんすこやかセンター 

連絡先 
TEL：０３－３４１６-３２１７ 

FAX：０３－３４１６-３２５０ 

対応時間 8：30～17：00（日祝休日・年末年始を除く） 

担当 
山本 健一  

渡辺 千夏 

区の苦情相談 

対応窓口 

名称 世田谷区砧総合支所 保健福祉課 地域支援担当 

連絡先 TEL：０３－３４８２-８１９３ 

国保連の苦情相談 

対応窓口 

名称 東京都国民健康保険団体連合会 

連絡先 TEL：０３－６２３８－０１７７ 

 

12．当事業者の概要 

   

法人名 社会福祉法人 友愛十字会 

理事長 蒲原 基道  

所在地 東京都世田谷区砧３丁目９番１１号 

電話番号 ０３－３４１６－３１６４ 

定款の目的に定めた事業 (1) 第一種社会福祉事業 

 ア 養護老人ホームの経営 

 イ 特別養護老人ホームの経営 

 ウ 障害者支援施設の経営 

(2) 第二種社会福祉事業 

 ア 障害福祉サービス事業の経営 

 イ 老人デイサービスセンターの経営 

 ウ 老人短期入所事業の経営 

 エ 福祉ホームの経営 

 オ 一般相談支援事業の経営 

 カ 特定相談支援事業の経営 

 キ 障害児相談支援事業の経営 

ク 地域活動支援センターの経営 

ケ 障害児通所支援事業の経営 
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定款の公益を目的とする事業 第一作業所（友愛書房）、身体障害者更生援護のための啓

蒙普及事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センター、

障害保健福祉センター、児童発達支援センター（総合相談

事業）の経営 

 

法人理念 

 

共に生きる 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感じる 創 る つながる 
・相手の立場に立ち、 

その思いに共感します。 

・情報を敏感に受けとめ、 

その本質を理解します。 

・今、何が必要であるか、 

その役割を見極めます。 

・ご利用者の自立を支援し、 

その自己実現を目指します。 

・より良くするために、具体的な 

目標を立てて実践します。 

・判断力と責任感の強い職員を 

育成します。 

・様々な立場の人と、誠実に協働し

ます。 

・専門性を発揮して、情報の発信と

地域との連携を推進します。 

・地域社会から信頼を得て、 

期待される役割を果たします。 



7 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

当事業所は介護予防支援等の提供開始にあたり、ご利用者に対して、本書面に基づいて、重

要な事項を説明しました。 

 

（事業者）所在地  東京都世田谷区砧３丁目９番１１号             

 

事業者名   社会福祉法人 友愛十字会                        

 

代表者      蒲 原  基 道                       

 

（事業所）所在地  東京都世田谷区砧５丁目８番１８号             

 

事業者名   砧あんしんすこやかセンター              

 

担当者                       印       

  

 

 

私は、本書面により、事業所から介護予防支援等についての重要事項説明を受け、同意し、

本書面を受領いたしました。 

 

ご利用者  ＜住 所＞                         

 

      ＜氏 名＞                   印     

 

（代理人・ご家族・その他） 

 

＜ご利用者との関係＞                    

 

＜住 所＞                         

 

           ＜氏 名＞                   印     

 

 

 

 

 

 

 


